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友
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本
書
は
、
八
○
年
代
後
半
か
ら
数
多
く
の
隼
人
や
南
島
に
関
す
る
研
究
を

公
表
し
、
鹿
児
島
県
や
宮
崎
県
の
自
治
体
史
や
博
物
館
の
展
示
、
出
土
文
字

資
料
の
収
集
に
も
携
わ
り
、
ま
た
隼
人
文
化
研
究
会
の
世
話
役
も
長
年
務
め

る
等
、
南
九
州
の
地
域
史
に
多
大
な
貢
献
を
さ
れ
て
い
る
著
者
が
、
各
章
下

敷
き
と
な
っ
た
既
発
表
論
文
は
あ
る
も
の
の
、
通
時
的
に
再
構
成
し
書
き
下

ろ
し
た
一
書
で
あ
る
。
古
墳
時
代
か
ら
平
安
時
代
中
期
ま
で
の
南
九
州
の
歴

史
的
展
開
に
つ
い
て
考
察
し
た
も
の
で
、
以
下
の
構
成
を
と
る
。

　
は
じ
め
に

第第浦里起立
六五四三ニー
章章章章章章

古
墳
時
代
の
南
九
州

隼
人
の
登
場

隼
人
の
戦
い
と
国
郡
制

隼
人
支
配
の
特
質

隼
人
の
門
消
滅
」

平
安
時
代
前
期
の
南
九
州

第
七
章
　
南
九
州
の
古
代
交
通

お
わ
り
に

あ
と
が
き

二

　
ま
ず
は
、
内
容
紹
介
か
ら
始
め
た
い
。
は
じ
め
に
で
は
、
古
代
の
日
本
に

お
け
る
南
九
州
の
歴
史
的
位
置
付
け
を
試
み
る
と
い
う
本
書
の
目
的
と
、
文

献
史
料
に
み
る
五
つ
の
画
期
（
一
　
天
武
十
一
年
、
二
　
八
世
紀
初
頭
、
三

延
暦
十
九
年
、
四
　
万
寿
年
間
、
五
　
文
治
年
間
）
の
一
～
四
の
画
期
ま
で

を
時
代
区
分
に
従
っ
て
、
南
九
州
の
歴
史
的
展
開
を
叙
述
す
る
と
い
う
本
書

の
方
法
が
示
さ
れ
る
。

　
第
一
章
は
隼
人
が
登
場
す
る
以
前
の
ヤ
マ
ト
政
権
と
南
九
州
の
関
係
を
近

年
の
考
古
学
の
成
果
を
取
り
入
れ
な
が
ら
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
古
墳
時

代
以
降
薩
摩
・
大
隅
地
方
に
は
竈
付
住
居
が
展
開
し
な
い
こ
と
や
、
土
師
器

化
が
顕
著
で
は
な
く
須
恵
器
窪
…
も
確
認
さ
れ
な
い
こ
と
、
中
期
段
階
か
ら
独

自
様
式
の
鉄
鎌
を
形
成
す
る
が
、
後
期
段
階
で
は
さ
ら
に
進
化
す
る
こ
と
、

後
期
に
入
る
と
前
方
後
円
墳
が
消
滅
す
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
薩
摩
・
大
隅
地

方
で
は
後
期
に
入
る
と
「
列
島
の
中
で
異
質
化
が
進
行
」
し
、
こ
れ
が
隼
人

像
に
つ
き
ま
と
う
「
異
質
性
」
で
あ
り
、
そ
の
異
質
性
を
問
題
と
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
中
央
政
権
が
「
隼
人
」
を
「
創
出
」
し
て
い
っ
た
、
と
す
る
。

　
そ
れ
を
踏
ま
え
た
第
二
章
は
、
七
世
紀
第
4
四
半
期
に
目
糞
が
南
九
州
南

部
に
住
む
入
々
を
隼
人
と
い
う
「
疑
似
民
族
集
団
」
に
編
成
し
た
理
由
や
古

代
国
家
に
と
っ
て
の
隼
人
の
存
在
意
義
を
追
究
し
て
い
る
。
①
日
向
神
話
や

ク
マ
ソ
の
記
述
に
つ
い
て
は
、
『
古
事
記
田
（
記
）
『
日
本
書
紀
臨
（
紀
）
編
纂
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期
の
政
府
の
南
九
州
で
の
現
実
的
課
題
か
ら
、
阿
多
地
方
（
薩
摩
地
方
）
に

居
住
す
る
隼
人
や
、
南
九
州
の
ソ
（
曽
・
黒
土
曹
於
）
の
地
域
の
勢
力
を
反

映
さ
せ
て
、
服
属
す
る
由
来
を
神
話
的
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
説
い
た
り
、
ヤ
マ

ト
王
権
に
よ
っ
て
征
服
さ
れ
た
過
去
の
存
在
と
し
て
造
作
さ
れ
た
。
②
諸
県

君
牛
の
説
話
や
、
機
中
天
皇
即
位
前
記
紀
に
み
え
る
ソ
バ
カ
リ
の
事
件
に
は
、

日
向
の
豪
族
や
南
九
州
の
人
物
で
ヤ
マ
ト
王
権
に
出
仕
し
た
者
の
存
在
が
反

映
し
て
い
る
。
③
紀
の
天
武
十
一
年
七
月
甲
午
・
戊
午
条
が
隼
人
の
実
像
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

伝
え
る
最
初
の
記
事
で
あ
り
、
多
禰
島
人
・
導
入
が
と
も
に
天
武
朝
に
朝
貢

を
開
始
す
る
背
景
に
は
、
自
村
江
で
の
敗
北
後
未
だ
充
分
に
政
府
の
支
配
が

浸
透
し
て
い
な
い
地
域
に
対
す
る
関
心
が
高
ま
っ
た
こ
と
に
よ
る
、
南
九
州

か
ら
南
島
に
か
け
て
政
府
側
か
ら
朝
貢
を
促
す
な
ど
の
積
極
的
ア
プ
ロ
ー
チ

が
あ
っ
た
。
④
天
武
十
四
年
の
段
階
で
愚
寸
が
賜
姓
さ
れ
て
い
る
大
隅
直
氏

は
、
「
君
」
姓
を
帯
び
る
多
く
の
隼
人
の
氏
族
と
比
較
す
る
と
き
、
「
直
」
姓

が
与
え
ら
れ
た
陣
点
に
お
い
て
ヤ
マ
ト
政
権
と
の
関
係
が
近
か
っ
た
こ
と
を

示
し
、
そ
の
大
隅
直
氏
が
八
世
紀
代
の
諸
史
料
に
隼
人
と
さ
れ
て
い
る
こ
と

は
、
隼
人
と
い
う
門
民
族
扁
が
そ
れ
ま
で
の
関
係
と
は
別
の
次
元
で
設
定
さ

れ
た
こ
と
を
示
す
、
と
す
る
。

　
第
三
章
で
は
、
令
制
日
向
国
の
成
立
と
南
九
州
に
設
定
さ
れ
た
評
の
問
題

や
文
武
朝
～
元
明
朝
の
隼
人
と
政
府
と
の
軍
事
的
衝
突
に
関
す
る
原
因
や
展

開
、
政
府
が
そ
れ
ら
の
衝
突
を
鎮
圧
し
て
南
九
州
に
国
郡
制
を
導
入
し
て
い

く
様
子
を
描
き
だ
す
。
①
覚
國
使
を
妨
害
し
た
勢
力
の
本
拠
地
か
ら
、
覚
国

使
の
一
行
は
薩
摩
半
島
西
岸
・
南
岸
、
大
隅
半
島
東
岸
を
航
行
し
て
お
り
、

隼
人
の
反
発
の
直
接
の
原
因
は
南
九
州
に
お
け
る
国
制
施
行
で
あ
っ
た
。
②

大
宝
二
年
、
西
海
道
に
お
け
る
令
制
国
・
令
制
郡
の
設
置
を
促
進
す
る
た
め

に
大
宰
府
に
橡
以
下
の
国
司
と
郡
司
の
詮
議
権
が
与
え
ら
れ
た
。
薩
摩
・
多

彌
地
方
の
「
首
長
㎏
た
ち
が
、
例
え
ば
大
宰
府
へ
の
出
頭
拒
否
な
ど
の
形
で

詮
議
拒
否
し
、
ま
た
当
該
地
方
の
「
首
長
」
や
居
住
民
が
造
籍
阻
止
の
動
き

を
見
せ
た
こ
と
が
、
い
わ
ゆ
る
大
宝
二
年
の
隼
人
の
戦
い
で
あ
る
。
③
和
銅

三
年
正
月
庚
辰
条
に
み
え
る
門
臼
向
隼
人
」
の
語
は
、
日
向
国
の
隼
人
の
意

味
で
あ
り
、
七
世
紀
代
の
隼
人
の
朝
貢
に
筑
紫
大
宰
総
領
が
責
任
を
も
つ
体

制
か
ら
、
令
制
国
が
管
下
の
隼
人
に
対
し
て
責
任
を
も
つ
体
制
へ
と
移
行
し

た
こ
と
を
示
す
。
④
日
向
隼
人
母
君
細
麻
呂
（
ヤ
マ
ト
的
な
名
）
の
よ
う
な

人
物
の
存
在
を
里
子
に
、
政
府
は
さ
ら
に
日
向
国
南
部
地
域
へ
の
支
配
の
浸

透
を
図
っ
た
。
⑤
蝦
夷
・
，
南
島
人
と
明
ら
か
に
区
別
さ
れ
る
扱
い
を
受
け
る

よ
う
に
な
る
の
は
和
銅
三
年
～
養
老
元
年
の
間
で
、
大
宝
律
令
が
制
定
さ
れ

た
時
点
で
隼
人
が
夷
秋
で
な
い
と
は
言
い
き
れ
な
い
、
と
述
べ
る
。

　
第
四
章
は
、
「
天
平
八
年
薩
麻
国
正
税
帳
」
の
分
析
を
通
し
て
、
政
府
の

隼
人
支
配
の
特
質
を
考
察
す
る
。
①
正
税
帳
は
出
水
・
高
城
・
薩
摩
・
河
辺

四
三
の
財
政
状
況
を
伝
え
る
の
も
の
で
、
河
辺
郡
以
外
の
三
郡
で
は
穀
稲
の

収
取
が
行
わ
れ
、
河
辺
郡
で
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
。
隼
人
に
対
す
る
租
の
賦

課
に
関
し
て
も
、
一
般
に
出
挙
を
穀
で
行
う
例
は
稀
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

「
隼
人
郡
」
の
中
で
薩
摩
郡
は
田
租
の
徴
収
が
行
わ
れ
、
河
辺
郡
で
は
行
わ

れ
て
い
な
い
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
②
薩
摩
国
で
は
三
～
五
聖
の
範
囲
で
し

か
出
挙
・
収
納
の
た
め
の
國
翔
巡
行
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
検
校
庸
席
の
所

要
日
数
は
わ
ず
か
二
日
で
、
庸
庸
の
徴
収
さ
れ
た
範
囲
が
一
～
二
郡
で
し
が

な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
。
責
計
帳
手
実
の
所
要
日
数
も
一
日
で
あ
り
、
籍
帳

支
配
の
及
ん
で
い
た
範
囲
は
「
非
隼
人
郡
」
を
大
き
く
超
え
る
も
の
で
は
な

か
っ
た
。
③
九
世
紀
初
頭
の
朝
貢
停
止
の
後
、
隼
人
の
呼
称
が
用
い
ら
れ
な

く
な
っ
て
お
り
、
隼
人
の
呼
称
は
朝
貢
と
か
か
わ
っ
て
用
い
ら
れ
た
。
④
八

世
紀
前
半
の
段
階
で
隼
人
に
対
し
て
令
制
的
調
は
賦
課
さ
れ
て
お
ら
ず
、
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評

「
隼
人
之
調
」
の
本
質
は
、
乱
入
の
政
府
へ
の
服
属
の
証
と
し
て
の
ミ
ツ
キ

で
あ
り
、
隼
人
の
存
在
と
「
隼
人
之
調
」
お
よ
び
朝
貢
は
密
着
し
た
も
の
で

あ
っ
た
。
⑤
①
②
の
点
か
ら
、
養
老
四
年
の
対
隼
人
戦
争
後
、
政
府
の
と
っ

た
隼
人
支
配
は
、
律
令
的
蓋
置
度
の
完
全
適
用
を
保
留
す
る
と
い
う
も
の
で

あ
っ
た
。

　
第
五
章
は
、
前
章
で
明
ら
か
に
し
た
隼
人
に
対
す
る
律
令
制
適
用
の
保
留

政
策
が
ど
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
九
世
紀
初
頭
の
完
全
適
用
に
至
る
の
か
を

論
じ
て
い
る
。
①
八
世
紀
後
期
に
は
隼
人
と
の
軍
事
的
緊
張
関
係
が
ほ
と
ん

ど
消
滅
し
、
隼
人
に
対
す
る
政
府
の
支
配
が
順
調
に
進
展
し
て
い
る
。
「
隼

人
郡
」
た
る
日
置
郡
と
揖
宿
郡
に
所
在
す
る
八
世
紀
後
半
の
霊
跡
か
ら

「
厨
」
墨
書
土
器
が
出
土
す
る
こ
と
か
ら
、
八
世
紀
末
の
段
階
で
律
令
制
の

基
調
が
ほ
ぼ
薩
摩
半
島
を
覆
っ
て
い
た
。
②
八
世
紀
後
半
に
確
認
さ
れ
る
日

向
国
か
ら
大
隅
・
薩
摩
国
へ
の
浮
浪
が
両
國
で
把
握
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

こ
の
段
階
に
な
る
と
両
国
で
籍
学
制
が
機
能
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
③

延
暦
二
十
四
年
を
も
っ
て
大
隅
・
薩
摩
両
国
の
隼
人
た
ち
に
よ
る
朝
貢
は
最

終
的
に
停
止
さ
れ
、
こ
れ
以
降
、
南
九
州
の
居
住
者
を
隼
人
と
よ
ぶ
例
は
確

認
で
き
な
く
な
る
。
①
②
も
考
え
あ
わ
せ
る
と
、
隼
人
は
「
消
滅
」
し
た
と

評
価
で
き
る
、
と
す
る
。

　
第
六
章
は
、
九
世
紀
か
ら
十
世
紀
半
ば
こ
ろ
の
（
手
入
の
「
消
滅
」
後
）

の
南
九
州
の
歴
史
的
展
開
を
あ
と
づ
け
、
あ
わ
せ
て
墨
書
土
器
や
、
貞
観
十

六
年
の
開
聞
岳
の
噴
火
で
被
災
し
た
指
宿
市
下
々
上
川
遺
跡
の
検
討
に
よ
り

律
令
的
祭
祀
の
浸
透
の
問
題
や
南
九
州
の
古
代
交
通
の
問
題
に
つ
い
て
考
察

し
て
い
る
。
①
『
律
書
残
篇
隔
と
『
和
名
類
聚
抄
』
の
各
国
の
郡
郷
数
を
比

較
し
た
と
き
、
薩
摩
・
大
隅
両
国
の
増
加
が
著
し
い
の
は
、
入
世
紀
中
期
以

降
の
造
籍
の
進
展
に
よ
る
。
②
弘
仁
式
段
階
で
薩
摩
・
大
隅
両
国
は
、
国
分

寺
料
の
み
隣
国
か
ら
の
支
援
を
受
け
な
が
ら
も
、
ほ
ぼ
自
立
に
近
い
状
況
に

至
っ
て
い
た
。
③
天
長
三
年
大
宰
府
管
内
で
兵
士
を
廃
し
、
在
地
の
有
力
者

に
依
拠
す
る
制
度
で
あ
る
統
領
選
士
制
が
実
施
さ
れ
、
日
向
・
薩
摩
・
大
隅

に
も
こ
の
制
度
が
導
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
有
力
者
が
登
場
し
て
い
る

こ
と
が
想
定
で
き
、
ま
た
八
世
紀
代
に
隼
人
と
の
間
に
存
在
し
た
軍
事
的
緊

張
状
態
が
ま
っ
た
く
消
滅
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
⑥
「
隼
人
郡
」
と
さ

れ
て
い
た
地
域
の
遺
跡
か
ら
八
世
紀
宋
以
降
、
律
令
祭
祀
に
関
係
す
る
墨
書

土
器
や
人
形
・
馬
形
土
製
品
な
ど
が
出
土
す
る
こ
と
か
ら
、
門
隼
人
郡
」
に

も
徐
々
に
律
令
祭
祀
が
浸
透
し
て
い
る
。

　
第
七
章
は
、
平
安
時
代
中
期
の
爾
九
州
に
お
け
る
受
領
支
配
の
進
展
及
び

島
津
荘
に
関
す
る
事
例
を
検
討
し
て
い
る
。
①
大
隅
国
守
桜
島
忠
信
や
大
隅

守
弓
削
申
宣
や
日
向
国
守
藤
原
保
昌
の
事
例
か
ら
、
南
九
州
に
お
け
る
受
領

支
配
の
進
展
が
う
か
が
え
る
。
②
十
…
世
紀
に
入
る
と
奄
美
諸
島
へ
の
肥
前

産
の
滑
石
製
石
鍋
の
流
入
や
徳
之
島
で
の
高
麗
の
技
術
を
導
入
し
た
カ
ム
イ

焼
須
恵
器
の
生
産
が
開
始
さ
れ
る
な
ど
、
活
発
な
交
易
の
様
子
を
見
る
こ
と

が
で
き
、
こ
の
よ
う
な
動
き
に
薩
摩
・
大
隅
の
国
司
や
有
力
者
た
ち
も
積
極

的
に
参
加
し
、
南
島
へ
の
窓
口
と
も
い
え
る
位
置
に
あ
っ
た
南
九
州
の
地
の

重
要
度
は
高
ま
っ
た
。
③
こ
の
よ
う
な
背
景
の
も
と
、
日
向
国
に
お
い
て
受

領
支
配
を
逃
れ
よ
う
と
す
る
勢
力
が
、
日
向
国
に
お
い
て
受
領
と
競
合
し
な

が
ら
支
配
の
拡
大
を
め
ざ
し
て
い
た
大
宰
府
の
官
人
平
磯
基
と
結
び
つ
き
、

「
無
地
荒
野
の
地
」
と
し
て
摂
関
家
に
寄
進
す
る
こ
と
で
島
津
荘
が
成
立
し
、

間
も
な
く
大
隅
で
も
同
じ
よ
う
な
動
き
が
確
か
め
ら
れ
、
十
二
世
紀
中
期
に

は
日
向
・
大
隅
・
薩
摩
へ
本
格
的
に
拡
大
し
た
、
と
す
る
。

　
お
わ
り
に
で
は
、
本
書
の
成
果
を
総
括
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ま
で
古
代

史
の
研
究
対
象
に
も
申
世
史
の
概
究
対
象
に
も
な
っ
て
い
な
か
っ
た
、
平
安
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時
代
前
期
・
中
期
の
南
九
州
の
姿
を
解
明
す
る
こ
と
も
本
書
の
一

で
あ
っ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

三

つ
の
目
的

　
以
上
、
本
書
の
内
容
を
概
観
し
て
き
た
が
、
次
に
本
書
の
特
徴
を
あ
げ
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

が
ら
隼
人
研
究
史
上
の
意
義
を
考
え
て
い
き
た
い
。

　
第
一
の
特
徴
は
、
南
九
州
の
歴
史
的
展
開
を
考
察
対
象
と
し
た
こ
と
で
あ

る
。
従
来
の
隼
人
研
究
で
は
、
便
宜
的
に
せ
よ
、
古
代
の
南
九
州
の
居
住
者

に
関
し
て
は
一
貫
し
て
隼
人
と
表
記
し
て
い
た
（
評
者
も
そ
の
一
人
）
。
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

た
、
喜
田
貞
吉
の
「
隼
入
興
」
に
お
い
て
延
暦
十
九
年
の
班
田
制
の
実
施
を

も
っ
て
隼
人
の
同
化
が
完
成
す
る
と
い
う
、
隼
人
の
制
度
史
的
研
究
の
枠
組

み
が
示
さ
れ
て
以
来
、
九
世
紀
初
頭
を
も
っ
て
考
察
が
終
了
し
平
安
時
代
の

南
九
州
が
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
の
二
点
に
よ
り
、
隼
人
の
歴

史
は
、
四
・
五
世
紀
～
九
世
紀
初
頭
ま
で
を
、
古
代
国
家
の
南
侵
に
対
す
る

隼
人
の
抵
抗
・
服
属
・
公
民
化
の
過
程
と
し
て
復
元
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
第
二
の
特
徴
は
、
隼
人
問
題
と
南
島
問
題
を
区
別
し
た
こ
と
で
あ
る
。
従

来
の
研
究
で
は
、
直
接
的
（
隼
人
と
南
島
問
に
交
通
が
あ
っ
た
と
考
え
る
）

も
し
く
は
間
接
的
（
政
府
の
南
島
対
策
と
い
う
点
で
隼
人
の
居
住
地
が
注
目

さ
れ
た
と
す
る
）
に
南
九
州
と
南
島
と
の
交
通
を
想
定
し
、
隼
人
と
南
島
の

こ
と
が
あ
わ
せ
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
五
三
頁
を
み
れ
ば
、
永

山
氏
は
七
世
紀
前
半
か
ら
政
府
は
南
九
州
の
関
与
し
な
い
直
接
的
通
交
関
係

を
実
現
し
た
と
考
え
て
お
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
南
島
に
関
し
て
は
別
稿
を

考
え
て
お
ら
れ
る
よ
う
で
本
書
で
は
取
り
上
げ
て
い
な
い
が
、
両
書
が
揃
え

ば
隼
人
研
究
・
南
島
研
究
と
も
に
新
た
な
視
点
が
提
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

で
あ
ろ
う
。

以
上
の
二
点
が
こ
れ
ま
で
の
研
究
と
の
大
き
な
違
い
で
あ
る
と
思
う
。

四

　
本
書
の
内
容
は
、
先
に
概
観
し
た
通
り
で
あ
る
が
、
そ
の
主
要
な
成
果
を

評
者
な
り
に
整
理
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

（
1
）
隼
人
像
に
つ
き
ま
と
う
「
異
質
性
」
が
歴
史
的
所
塵
で
あ
る
こ
と
、

　
「
異
質
性
」
の
内
容
、
「
異
質
化
」
の
時
期
を
示
し
た
こ
と
。

（
2
）
大
隅
直
答
の
分
析
を
通
し
て
、
ヤ
マ
ト
政
権
と
関
係
を
有
し
て
い
た

　
氏
族
で
も
律
令
制
下
に
は
「
隼
人
」
と
さ
れ
た
こ
と
。
す
な
わ
ち
、
「
隼

　
人
」
は
律
令
前
代
の
南
九
州
の
人
々
と
は
断
絶
し
た
存
在
で
あ
る
こ
と
を

　
提
示
し
た
こ
と
。

（
3
）
「
天
平
八
年
薩
麻
国
正
画
帳
」
の
分
析
を
通
し
て
、
「
非
隼
人
郡
漏
「
隼

　
人
郡
」
に
律
令
制
度
が
ど
の
程
度
実
施
さ
れ
て
い
る
か
を
実
証
し
た
こ
と
。

（
4
）
ヤ
マ
ト
的
な
名
を
名
乗
る
郡
司
は
、
律
令
政
府
に
よ
り
大
舎
人
な
ど

　
と
し
て
「
隼
人
郡
」
律
令
化
の
た
め
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
受
け
た
者
た
ち

　
で
あ
る
可
能
性
を
示
す
な
ど
、
「
隼
人
郡
」
律
令
化
の
た
め
の
政
府
の
施

　
策
を
具
体
的
に
検
討
す
る
途
を
開
い
た
こ
と
。

（
5
）
籍
帳
制
の
機
能
、
軍
事
的
緊
張
の
軽
減
、
「
隼
人
郡
」
に
お
け
る

　
「
厨
」
墨
書
土
器
の
出
土
、
墨
書
土
器
や
人
形
・
馬
形
土
製
品
の
出
土
に

　
見
る
律
令
祭
祀
の
浸
透
な
ど
の
問
題
か
ら
、
八
世
紀
末
に
は
律
令
制
の
基

　
調
が
大
隅
・
薩
摩
両
国
を
覆
い
、
さ
ら
に
延
暦
十
九
年
の
班
田
制
の
施
行

　
を
受
け
て
、
延
暦
二
十
四
年
に
隼
人
の
朝
貢
が
停
止
さ
れ
、
九
世
紀
初
頭

　
に
は
隼
人
が
「
消
滅
」
す
る
と
い
う
、
隼
人
「
消
滅
」
ま
で
の
過
程
を
明

　
確
に
描
き
出
し
た
こ
と
。

　
こ
の
よ
う
に
著
者
は
、
史
料
の
緻
密
な
分
析
実
証
と
考
古
学
の
成
果
を
取
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評書

り
入
れ
な
が
ら
、
研
究
史
を
大
き
く
進
展
さ
せ
た
と
言
え
よ
う
。

五

　
で
は
次
に
い
く
つ
か
の
疑
問
点
を
あ
げ
て
い
き
た
い
。
ま
ず
一
点
目
と
し

て
、
「
疑
似
民
族
集
団
」
と
は
何
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
永
山
氏
は
注

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

に
石
上
英
一
氏
の
「
古
代
国
家
と
対
外
関
係
」
を
あ
げ
て
い
る
の
で
、
「
蝦

夷
も
隼
人
も
日
本
人
（
倭
人
）
と
同
人
種
で
あ
り
、
異
民
族
で
は
な
か
っ
た
。

そ
れ
を
夷
曲
、
す
な
わ
ち
異
民
族
と
し
て
設
定
し
た
の
は
、
日
本
と
い
う
国

家
が
国
家
と
し
て
成
立
し
て
い
る
た
め
に
は
当
然
内
国
化
し
て
お
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
辺
境
の
人
民
を
と
り
の
こ
し
た
状
況
を
隠
蔽
す
る
と
と
も
に
、

逆
に
そ
れ
を
利
用
し
て
帝
国
の
構
造
を
作
り
あ
げ
、
内
国
の
王
民
の
統
治
に

資
す
る
こ
と
に
目
的
が
あ
っ
た
」
と
い
う
部
分
が
関
係
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

た
だ
、
永
山
氏
も
石
上
氏
も
日
本
人
（
倭
人
）
？
倭
民
族
集
団
？
の
成
立
に

は
言
及
し
て
い
な
い
。
七
世
紀
第
4
四
半
期
に
何
を
も
っ
て
倭
民
族
集
団
の

成
立
と
み
な
す
の
か
。
そ
も
そ
も
成
立
し
て
い
る
の
か
。
そ
れ
が
不
明
で
あ

れ
ば
、
隼
人
が
「
疑
似
民
族
集
団
」
か
ど
う
か
も
不
明
と
言
わ
ざ
る
を
得
な

い
。
ま
た
、
民
族
集
団
の
客
観
的
定
義
は
民
族
集
団
の
成
員
間
で
共
有
さ
れ

る
諸
属
性
（
文
化
・
人
種
・
宗
教
・
謙
語
）
を
基
礎
と
し
て
民
族
集
団
を
規

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

定
し
、
主
観
的
定
義
で
は
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
重
視
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、

民
族
集
団
を
規
定
す
る
の
は
人
種
だ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
第
一
章
で
述

べ
ら
れ
た
、
古
墳
時
代
後
半
に
鉄
鑑
が
独
自
性
を
強
め
る
こ
と
や
須
恵
器
や

土
師
器
、
竃
付
住
居
が
展
開
し
な
い
こ
と
、
古
墳
が
築
造
さ
れ
な
い
こ
と
は
、

生
活
様
式
や
墓
制
な
ど
の
点
に
お
い
て
大
き
な
違
い
を
有
し
て
い
た
こ
と
を

指
摘
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
律
令
前
代
ヤ
マ
ト
王
権
の
文
化
を
担
っ
た

存
在
と
し
て
渡
来
人
が
考
え
ら
れ
る
が
、
七
世
紀
前
半
ま
で
に
分
布
が
確
か

め
ら
れ
る
北
部
九
州
～
中
部
地
方
と
薗
九
州
と
で
は
か
な
り
文
化
的
に
異
な

る
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
『
続
B
本
紀
隔
養
老
六
年
四
月
丙
戌
条
に
よ

る
と
、
大
隅
・
薩
摩
隼
人
と
の
戦
争
に
お
い
て
通
訳
が
派
遣
さ
れ
た
可
能
性

が
あ
り
、
言
語
に
関
し
て
も
異
な
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
、
「
民
族
」
の
定
義
次
第
で
は
隼
人
1
1
異
民
族
と
位
置
付
け
る
こ

と
も
可
能
な
の
で
あ
り
、
本
書
で
の
「
民
族
扁
お
よ
び
「
疑
似
民
族
集
団
」

の
定
義
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
二
点
目
は
、
律
令
前
代
史
の
と
ら
え
方
で
あ
る
。
日
向
神
話
や
ク
マ
ソ
伝

説
が
記
紀
編
纂
期
の
現
実
的
課
題
を
反
映
さ
せ
て
造
作
さ
れ
た
こ
と
や
、
ソ

バ
カ
リ
の
記
事
か
ら
、
ヤ
マ
ト
王
権
に
出
仕
し
た
爾
九
州
の
入
物
が
い
た
こ

と
、
そ
の
姿
は
他
の
地
方
か
ら
出
仕
し
た
豪
族
の
姿
と
大
差
な
い
こ
と
、
六

世
紀
末
ご
ろ
、
南
九
州
か
ら
畿
内
へ
行
き
「
兵
衛
偏
の
任
務
を
帯
び
た
も
の

が
存
在
し
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
の
指
摘
が
存
在
す
る
。
し
か
し
、
ソ
バ
カ

リ
の
記
事
か
ら
令
前
に
隼
人
が
直
接
天
皇
・
皇
族
に
従
っ
て
い
た
時
期
（
舎

人
に
近
い
）
や
畿
内
豪
族
を
介
し
て
天
皇
に
従
っ
て
い
た
時
期
（
靱
負
に
近

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

い
）
が
存
在
し
た
こ
と
を
述
べ
る
直
木
孝
次
郎
説
や
天
武
朝
以
前
に
見
え
る

「
隼
人
」
は
「
ハ
ヤ
ヒ
ト
」
で
、
近
侍
ト
モ
と
し
て
天
皇
・
皇
子
の
近
辺
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

仕
え
た
者
で
あ
る
と
す
る
小
林
敏
男
説
、
六
世
紀
～
七
世
紀
に
か
け
て
、
異

種
集
団
と
倭
国
家
・
律
令
国
家
と
の
間
に
「
夷
人
」
的
関
係
（
「
○
○
人
」

・
「
毛
入
」
「
隼
人
」
な
ど
）
と
言
う
べ
き
交
通
関
係
の
存
在
を
指
摘
す
る

　
　
　
⑧

田
中
論
説
な
ど
、
克
服
す
べ
き
先
行
研
究
は
多
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
三
点
目
は
、
本
書
で
は
隼
入
に
関
し
て
、
班
田
制
の
実
施
を
終
着
地
と
し

て
律
令
制
度
の
導
入
か
ら
完
全
適
用
を
跡
付
け
る
こ
と
に
主
眼
が
置
か
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

た
め
か
阿
多
隼
人
の
海
人
的
性
格
や
、
阿
多
隼
人
が
政
府
に
注
目
さ
れ
た
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

由
を
南
島
と
の
関
係
に
求
め
る
説
、
七
世
紀
後
半
期
の
国
家
に
よ
っ
て
進
め
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⑪

ら
れ
た
南
島
政
策
と
隼
人
政
策
と
を
関
係
づ
け
て
と
ら
え
る
説
な
ど
に
は
、

言
及
が
な
い
こ
と
で
あ
る
。
古
代
の
南
九
州
の
歴
史
的
展
開
を
ヤ
マ
ト
政

権
・
律
令
政
府
と
の
関
係
の
み
で
説
明
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に

関
し
て
は
、
次
回
作
に
期
待
し
た
い
。

　
疑
問
点
で
は
な
い
が
、
は
じ
め
に
、
も
し
く
は
お
わ
り
に
に
お
い
て
、
研

究
史
の
整
理
と
そ
れ
に
基
づ
い
た
本
書
全
体
の
課
題
設
定
が
述
べ
ら
れ
て
い

な
い
の
は
残
念
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
あ
れ
ば
、
本
書
の
特
徴
で
述
べ
た
古
代

の
南
九
州
の
歴
史
的
展
開
を
考
察
対
象
と
し
た
こ
と
や
、
隼
人
の
問
題
と
南

島
の
問
題
を
区
別
し
た
こ
と
の
意
義
も
明
確
に
な
り
、
疑
問
点
で
示
し
た
い

く
つ
か
の
間
題
に
も
答
え
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
と
思
う
。

　
以
上
、
や
や
批
判
め
い
た
こ
と
も
書
い
た
が
、
文
献
史
料
の
み
な
ら
ず
出

土
文
字
資
料
や
考
古
学
の
成
果
も
積
極
的
に
取
り
入
れ
て
爾
九
州
の
古
代
史

を
復
元
し
、
隼
入
成
立
以
前
の
南
九
州
、
隼
人
の
成
立
、
隼
人
の
「
消
滅
」
、

隼
人
の
「
消
滅
偏
以
後
の
南
九
州
を
政
策
実
施
の
理
念
的
背
景
や
支
配
の
具

体
的
様
相
に
ま
で
踏
み
込
ん
で
描
く
こ
と
が
出
来
た
本
書
が
、
今
後
隼
人
研

究
・
南
九
州
古
代
史
研
究
の
必
読
の
書
と
な
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
間
違
い
な

い
℃
隼
人
司
や
養
老
賦
役
令
辺
遠
国
条
の
解
釈
を
め
ぐ
る
問
題
な
ど
、
議
論

す
べ
き
点
は
多
々
あ
る
の
で
あ
る
が
、
評
者
の
力
不
足
に
よ
り
詳
し
く
触
れ

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た
評
者
の
浅
学
の
た
め
、
永
山
氏
の
高
著
の

趣
旨
を
十
分
理
解
せ
ず
、
誤
読
や
誤
解
が
な
か
っ
た
か
を
危
惧
す
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。
著
者
な
ら
び
に
読
者
の
ご
海
容
を
お
願
い
し
た
い
。

①
本
文
で
は
、
ネ
に
爾
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

②
古
墳
時
代
か
ら
平
安
中
期
ま
で
の
南
九
州
の
歴
史
的
展
開
に
つ
い
て
考
察
し
た

　
本
意
で
あ
る
が
、
永
山
氏
も
述
べ
る
通
り
、
古
代
の
南
九
州
を
考
え
る
と
き
隼
人

　
の
問
題
は
避
け
て
通
る
こ
と
が
出
来
な
い
問
題
で
あ
り
、
本
書
で
も
半
分
以
上
が

　
隼
人
の
考
察
に
費
や
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
書
名
に
も
隼
人
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ

　
と
か
ら
、
隼
入
研
究
史
上
で
考
え
る
こ
と
と
す
る
。

③
喜
田
貞
吉
「
隼
人
考
上
・
申
・
下
」
（
『
歴
史
地
理
輪
二
八
－
五
・
六
、
二
九

　
－
二
、
｝
九
一
六
・
七
年
）
。

④
石
上
英
～
門
古
代
国
家
と
対
外
関
係
」
（
『
講
座
日
本
歴
史
古
代
2
』
東
京

　
大
学
出
版
会
、
～
九
八
四
年
）
。

⑤
綾
部
慨
雄
「
緒
論
扁
（
『
文
化
人
類
学
2
特
集
民
族
と
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
㎞
ア

　
カ
デ
ミ
ア
出
版
会
、
　
一
九
八
五
年
）
。

⑥
直
木
孝
次
郎
「
隼
人
」
（
㎎
日
本
古
代
兵
制
史
の
研
究
㎞
吉
川
弘
文
館
、
｝
九
六

　
八
年
）
。

⑦
小
林
敏
男
門
ク
マ
ソ
・
ハ
ヤ
ト
問
題
の
再
検
討
」
（
『
鹿
児
島
短
期
大
学
紀
要
』

　
三
一
、
～
九
八
三
年
）
Q

⑧
田
中
聡
「
爽
人
論
－
律
令
国
家
形
成
期
の
自
他
認
識
1
」
（
『
日
本
史
研

　
究
』
四
七
五
、
二
〇
〇
二
年
）
。

⑨
中
村
明
蔵
「
隼
入
と
海
人
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
（
罷
…
襲
・
口
入
の
社
会
史
研

　
究
』
名
著
出
版
、
一
九
八
六
年
）
。
竹
森
友
子
門
海
幸
山
幸
神
話
の
形
成
と
意
義
扁

　
（
『
隼
人
文
化
』
二
六
、
一
九
九
三
年
）
。

⑩
小
林
敏
男
、
注
⑦
論
文
に
同
じ
。

⑳
小
林
茂
文
「
隼
入
の
敗
北
と
社
会
」
（
『
一
日
本
紀
研
究
』
二
五
二
、
一
九
八
七

　
年
）
。
田
中
聡
「
隼
人
・
南
嶋
と
国
家
－
国
制
施
行
と
神
話
1
」
（
『
日
本
史

　
論
叢
』
　
一
一
、
一
九
八
七
年
）
。
簑
島
栄
雲
門
倭
王
権
段
階
の
南
島
社
会
と
交
流
扁

　
（
『
国
史
学
』
～
七
〇
、
二
〇
〇
〇
年
）
。

（
A
5
判
　
二
四
四
頁
　
二
〇
〇
九
年
五
月
中
弊
社
　
五
〇
〇
〇
円
÷
税
）

（
奈
良
女
子
大
学
博
士
研
究
員
）
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